
　　年　　月　　日


行田市長　　　　　　　　　様


申請者　住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　


開発行為完了に伴う公共施設又は公共用地の引継ぎについて


行田市　　　　　　 地内の開発行為（許可番号：　　 年　 月　 日　指令行建第　　　　　  号）について都市計画法第３２条の規定により協議しました公共施設につきましては、今般工事も完了し、令和　 年　 月　 日付をもって完了公告もなされ、都市計画法第３９条又は第４０条第２項の規定により令和　 年　 月　 日付をもって貴市の管理に属し、又は貴市に土地が帰属されるので関係書類を添えて引継ぎいたします。
引継関係調書
1． 土地
	所在地番
	地目
	用途

	例　本丸100-1,100-2
	公衆用道路
	道路用地

	例　本丸100-3
	公園
	公園

	例　本丸100-4
	雑種地
	ゴミ置場

	例　本丸100-5
	雑種地
	防火水槽

	
	
	



2． 施設の概要
	施設名
	規模
	備考

	例　道路
	幅員6.0m　延長120m
	占用物　ガス管、電柱

	例　公園
	1箇所、面積150㎡
	

	例　消火栓
	1基
	

	例　防火水槽
	1基、20㎥
	

	例　ゴミ置場
	1箇所、面積4㎡
	

	例　下水道
	本管　管径φ200　延長120m
	マンホール2基

	例　下水道
	取付管　4箇所
	

	例　道路反射鏡
	1箇所
	

	
	
	




















登記原因証明情報兼登記承諾書


１　当事者及び不動産
（１）当事者　　　権利者（甲）　　　行　 田 　市　　　　　　　　
　　　　　　　　　義務者（乙）　　　　　　　　　              　

（２）不動産の表示
	所　　在
	地　番
	地　目
	地　積　㎡

	行田市
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



２　登記の原因となる事実又は法律行為
（1） 乙は、甲に対し、　　　　年　　月　　日、都市計画法第４０条第２項の規定により、本件不動産を帰属した。
（２）よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

３　登記の承諾について
　上記１，２より、乙は甲に所有権移転登記をすることを承諾した。


　　　　　年　　月　　日　　さいたま地方法務局　熊谷支局　　御中

上記のとおり相違ありません。

　　　　　　甲（権利者）住所　　行田市本丸２番５号
　　　　　　　　　　　　　　　　行田市
　　　　　　　　　　　　氏名　　行田市長　　　　　　　　　　㊞　



　　　　　　乙（義務者）住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

必要書類
1． 　　公共施設の引継ぎについて　１部
2． 　　引継関係調書　１部
3． 　　登記原因証明情報兼登記承諾書　１部
4． 　　土地所有者の印鑑証明書　１部　　　　　　　（土地の帰属なしの場合は不要）
5． 　　土地登記事項証明書　１部
6． 　　案内図　１部
7． 　　公図の写し　１部　　　（開発許可後に分筆している場合は、分筆前・後を添付）
8． 　　求積図（確定求積図）　１部
9． 　　土地利用計画図　１部
10． 公共施設に関する図面　設置する公共施設毎に用意してください。
	種別
	管理者
	必要図面

	道路及び水路
	道路治水課、
管理課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各２部）
・平面図、縦断図、横断図、側溝などの構造図、ガスや電柱等占用物の配置図（各３部）

	公園
	都市計画課、
財産管理課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各２部）
・平面図、水飲み場および遊具などの構造図（各３部）

	消火栓
	[bookmark: _GoBack]消防総務課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各１部）

	防火水槽
	消防総務課、
財産管理課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各２部）

	ゴミ置場
	環境課、
財産管理課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各２部）
・ゴミ置場の構造図（各３部）

	下水道管
	下水道課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各１部）
・管路平面図、管路縦断図、
マンホールなどの構造図（各２部）

	道路反射鏡
	交通対策課
	・案内図、公図、確定求積図、土地利用計画図（各１部）




（例）道路、公園を帰属する場合
　必要書類１～５各１部
　案内図５部（建築開発課１部、道路治水課１部、管理課１部、都市計画課１部、財産管理課１部）
　公図５部（同上）
　求積図５部（同上）
　土地利用計画図５部（同上）
　道路関係図面３部（建築開発課１部、道路治水課１部、管理課１部）
　公園関係図面３部（建築開発課１部、都市計画課１部、財産管理課１部）

※地目変更、抵当権抹消等、所有権変更以外の手続きが完了した後、提出をお願いします。
